
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

目 次 

「平成」から新しい元号に変わり、我が国も新たな船出の時を迎えております。 

そのような歴史的瞬間を迎えている今、我々ケアマネジャーにおいても２０１８年改定から一年が

経過し、改正後の業務も一定の目途がついた頃かと存じますが、今年は１０月に消費増税（予定）

が控えていますね。我々を取り巻く環境も「待ったなし！」のルール改正が行なわれるものと予測

されているところです。 

今後、我が国は人口減少とともに労働力不足が顕著となる時代に本格的に突入します。経済産業

省の試算では２０３５年には７９万人の介護人材が不足するといわれています。 

長崎市の人口減少も全国平均と比べて突出したスピードで進んでおり、人口も４２万人を割りま

した。介護人材の不足も長崎では随分前から始まっているように私は感じます。「人が足りない、

（求人を出しても）応募が来ない」と、皆さまも耳にする事が多くなったのではないでしょうか。

介護保険財政もより厳しくなり、利用者の自己負担も増加の一途を辿ることでしょう。我々ケアマ

ネジャーへの期待も高まっていくばかりです。 

研修委員会ではケアマネジャーに求められている事、社会の情勢や機運、様々な観点から「今、

何が必要か」と見極めながら研修の企画・立案に努めている所です。今、我々に求められる「研鑚」

とは何か。倫理、接遇、質の向上、多職種連携、スーパービジョン、ＩＣＴ等の活用、災害支援・・・

等々、テーマを上げると際限がありません。会員の皆さまも様々な研修を得ながら研鑚の日々をお

過ごしの事と思います。協議会における研修も市民の期待に応えられる専門職と成るべく、その一

助の機会となるように今後も努めてまいります。 

社会の一翼を担う「選ばれるケアマネジャー」を目指し、“ケアマネ偏差値”を共に高めていき

ましょう！ 
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◇バナー広告募集◇ 

長崎市介護支援専門員連絡協議会のホームページ http://www.cmchanpon.net/ 

にバナー広告を掲載しませんか？ 

料金 3 ヶ月 9,000 円～（長期契約にて割引有り） 

お 問 い 合 わ せ は 、 協 議 会 事 務 局 0 9 5 - 8 9 8 - 5 5 5 7 ま で ！ 

役 立 つ 情 報 が た く さ ん ！ 

長崎市介護支援専門員連絡協議会 研修委員長 馬場 大輔 

P1  研修委員長 あいさつ 

P2-5 特集 高齢者をとりまく現状 

P6  ケアマネ瓦版 

P7  トピックス・編集後記等 

P8  広告 ごあいさつ 



 

 

今 回 は 、高 齢 者 を と り ま く 現 状 と 課 題 、今 後 さ ら に 深 刻 化 す る と 予 測 さ れ る 人 材 不 足 を 特

集 し ま す 。  

夢 や 希 望 、や り が い を 求 め 介 護 の 職 に 就 く が 、待 遇 や 職 場 環 境 等 が 他 業 種 と 比 較 し て 低 い

こ と が 多 く 、他 の 業 種 へ 転 職 し て し ま う 人 も 多 い の が 実 情 で す 。社 会 的 に ク ロ ー ズ ア ッ プ さ

れ て い る 人 材 不 足 に つ い て 社 会 情 勢 や 国 、 県 の 対 策 を ま と め ま し た 。  

長 崎 市 訪 問 介 護 連 絡 会 の 木 村 前 会 長 に 訪 問 介 護 の 現 状 に つ い て 報 告 を し て 頂 き ま し た 。  

（ 文 責 : 松 尾 智 香 子 、 高 橋 由 香 、 大 峰 史 子 ）  
1.介 護 人 材 不 足 ～ 全 国 的 な 動 向 ～                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 集  高 齢 者 を と り ま く 現 状  ① 人 材 不 足  ケ ア マ ネ ち ゃ ん ぽ ん 第 ３ １ 号（ 201９ .５ .20 発 行 ） 

（ 資 料 ２ ） 我 が 国 の 労 働 力 人 口 の 将 来 推 計                       

2018 年 5 月 、 第 ７ 期 介 護 保 険 事 業 計 画 の 介 護 サ ー ビ ス 見 込 み 量 等 に 基 づ く 介 護 人 材 の

必 要 数 に つ い て  

○  第 ７ 期 介 護 保 険 事 業 計 画 の 介 護 サ ー ビ ス 見 込 み 量 等 に 基 づ き 、都 道 府 県 が 推 計 し た

介 護 人 材 の 需 要 を 見 る と 、２ ０ ２ ０ 年 度 末 に は 約 ２ １ ６ 万 人 、２ ０ ２ ５ 年 度 末 に は 約

２ ４ ５ 万 人 が 必 要 。   

○  ２ ０ １ ６ 年 度 の 約 １ ９ ０ 万 人 に 加 え 、 ２ ０ ２ ０ 年 度 末 ま で に 約 ２ ６ 万 人 、 ２ ０ ２ ５

年 度 末 ま で に 約 ５ ５ 万 人 、 年 間 ６ 万 人 程 度 の 介 護 人 材 を 確 保 す る 必 要 が あ る 。   

（ 資 料 １ ） 我 が 国 の 人 口 の 将 来 推 計                          

 

特 集  ケ ア マ ネ ち ゃ ん ぽ ん 第 ３ １ 号 （ 201９ .５ .20 発 行 ）    長 崎 市 介 護 支 援 専 門 員 連 絡 協 議 会  

・ 厚 生 労 働 省 の デ ー タ に

よ る と わ が 国 の 少 子 高

齢 化 は 今 後 さ ら に 深 刻

化 す る 。  

・ こ の よ う な 状 況 の 中 、

福 祉 人 材 の 確 保 は 重 要

な 問 題 で あ る が 、 労 働

者 人 口 が 減 少 す る な か

人 材 確 保 は さ ら に 困 難

と な る 事 が 予 想 さ れ

る 。  

 



 

２ .長 崎 市 の 高 齢 者 の 現 状 、 高 齢 者 福 祉 と 介 護 保 険 の 課 題 か ら                     

長 崎 市 は 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画・第 7 期 介 護 保 険 事 業 計 画（ H30 年 度 ～ H32 年 度 ）作 成 に あ

た り 、 長 崎 市 の 高 齢 者 の 状 況 、 高 齢 者 福 祉 と 介 護 保 険 に 関 す る 実 態 調 査 を 行 っ て い る 。  

１ ） 人 口 構 成 と 高 齢 者 の 状 況                               
・ 65 歳 以 上 の 高 齢 者 人 口 は 増 加 し 、高 齢 化 率 は 平 成 29 年 10 月 で 30.9％ (全 国 平 均 の 高 齢 化 率 は

27.8%)、 平 成 32 年 に は 高 齢 化 率 が 32.7％ に 達 す る と 見 込 ま れ る 。 団 塊 の 世 代 を 含 む 65 歳 ～

69 歳 の 世 代 が 最 も 多 く 、 こ の 世 代 が 後 期 高 齢 者 に 達 す る 2025 年 を 見 据 え て 高 齢 者 施 策 を 充 実

さ せ て い く 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  

・ 要 支 援 ・ 要 介 護 認 定 者 の お け る 認 知 症 高 齢 者 数 （ 認 知 症 高 齢 者 日 常 生 活 自 立 度 Ⅱ 以 上 ） の 割 合 は

55.4％ と な っ て い る 。  

２ ） 高 齢 者 福 祉 と 介 護 保 険 に 関 す る 実 態                           
・ 家 族 構 成 と し て 、「 単 身 世 帯 」「 夫 婦 の み の 世 帯 」 で 半 数 を 超 え て お り 、 前 回 調 査 と 比 較 し 核 家 族

化 が さ ら に 進 ん で い る 状 況 が う か が わ れ る 。  

・ 要 介 護 認 定 を も つ 高 齢 者 を 介 護 す る 主 介 護 者 の 年 齢 と 介 護 期 間 に つ い て 、 介 護 者 の ２ 割 が ７ ０ 歳

以 上 の 高 齢 者 で 、全 体 の 1/３ 以 上 の 方 が 5 年 以 上 介 護 を 続 け て い る 。ご 本 人 及 び ご 家 族 等 の 心 身

の 負 担 が 増 大 し て い る も の と 考 え ら れ る た め 、 在 宅 介 護 サ ー ビ ス の 効 率 的 な 利 用 促 進 な ど 介 護 負

担 を 軽 減 す る 施 策 を 行 う 必 要 が あ る 。  

・本 人 が 望 む 今 後 の 介 護 形 態 と し て 、「 介 護 サ ー ビ ス 等 を 利 用 し た 自 宅 介 護 」が 31.2%、次 い で「 介

護 保 険 施 設 へ の 入 所 」 が 18.4%。 家 族 が 望 む 今 後 の 介 護 形 態 と し て 、「 介 護 サ ー ビ ス 等 を 利 用 し

た 在 宅 介 護 」 が 40.0%、 次 い で 「 家 族 の み で 在 宅 介 護 」 16.1%で あ る 。  

 

 

 

 

 

３ .長 崎 県 の 介 護 人 材 の 現 状 と 課 題 に つ い て                         

長 崎 県 で は 第 6 期 の 長 崎 県 老 人 福 祉 計 画 、 長 崎 県 介 護 保 険 事 業 支 援 計 画 に 引 き 続 き 、

2018 年 か ら の 第 7 期 計 画 に お い て も 、 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 構 築 の た め 、 担 い 手 と な る

介 護 ・ 福 祉 人 材 の 育 成 ・ 確 保 が 喫 緊 の 課 題 と あ げ て い る 。  

① 介 護 職 員 数 の 現 状 と 将 来 推 計  

 県 内 市 町 の 介 護 サ ー ビ ス の 必 要 量 の 見 込 み と 近 年 の 入 職 ・ 離 職 状 況 を 基 に 推 計 す る と 、 2025

年 に は 3298 人 の 介 護 職 員 が 不 足 と な る 。  

② 介 護 職 員 の 有 効 求 人 倍 率  

 フ ル タ イ ム 常 用 で「 介 護 サ ー ビ ス の 職 業 」の 有 効 求 人 数 は 延 べ 19011 人（ 求 人 全 体 の 10.4%）。

一 方 、 求 職 者 数 は 延 べ 10390 人 （ 求 職 者 数 全 体 の 5.6%）。 よ っ て 、 有 効 求 人 倍 率 は 1.83 倍

と な り 人 手 不 足 の 状 態 と な っ て い る 。 近 年 、 求 人 数 は 増 加 、 求 職 数 は 減 少 の 傾 向 に あ る 。  

③ 求 人 希 望 賃 金 と 求 職 者 希 望 賃 金  

 介 護 サ ー ビ ス 職 業 の 求 人 希 望 賃 金 は 他 職 業 計 に 比 べ 最 も 低 く 、15～ 35 千 円 ほ ど 下 回 っ て い る 。

ま た 上 限 平 均 と 下 限 平 均 の 金 額 の 幅 も 少 な い こ と が 特 徴 で あ る 。  

④ 介 護 職 員 の 離 職 率 の 状 況  

 全 産 業 の 離 職 率 と 介 護 職 員 の 離 職 率 を 比 較 す る と 、 長 崎 県 で は ほ ぼ 同 程 度 か 、 介 護 職 員 の 方 が

離 職 率 は 低 い が 、 3 年 未 満 の 離 職 率 が 6 割 と な っ て い る 。 九 州 各 県 の 介 護 職 員 の 離 職 率 を 比 較

す る と 、 長 崎 県 は 他 県 よ り も 離 職 率 が 低 い 傾 向 に あ る 。  

⑤介 護 職 員 の 採 用 率 の 状 況  

 全 産 業 の 採 用 率 と 介 護 職 員 の 採 用 率 を 比 較 す る と 、 長 崎 県 で は 年 度 に よ り 差 異 が あ る 。 九 州 各

県 の 介 護 職 員 の 採 用 率 を 比 較 す る と 、 長 崎 県 は 他 県 よ り も 採 用 率 が 低 い 傾 向 に あ る 。  

⑥ 介 護 職 員 の 年 齢 分 布 の 状 況  

 年 齢 層 別 に み る と 、 30 歳 代 、 40 歳 代 、 50 歳 代 が い ず れ も 22%程 度 と な っ て お り 、 30 歳 代

以 下 の 若 年 層 の 割 合 は 全 体 の 4 割 に と ど ま っ て い る 。 圏 域 別 で は 、 壱 岐 と 県 央 で は 若 年 層 が 多

い の に 対 し 、 五 島 と 上 五 島 で は 高 齢 層 に 偏 っ て い る 。  

⑦ 介 護 職 を 希 望 す る 学 生 や 教 員 、 介 護 職 員 の 意 見  

 介 護 福 祉 士 養 成 施 設 へ の 進 学 に お い て 問 題 と な る こ と と し て 、「 卒 業 後 の 処 遇 面 に 不 安 」が 群 を

抜 き 、「 学 費 が 高 い 」「 仕 事 が ハ ー ド 」 等 が 挙 げ ら れ た 。 介 護 職 場 就 職 に つ い て 問 題 と な る こ と

と し て 、「 給 料 が 安 い 」「 仕 事 が ハ ー ド 」 の 両 者 が 大 半 だ っ た 。  

介 護 職 の 仕 事 を 選 ん だ 理 由 は 、「 働 き が い の あ る 仕 事 」「 資 格 ・ 技 能 が 生 か せ る 」「 今 後 も ニ ー ズ

が 高 ま る 」「 人 や 社 会 の 役 に 立 つ 」 が 上 位 だ っ た 。  

 

 

特 集  高 齢 者 を と り ま く 現 状  ① 人 材 不 足  ケ ア マ ネ ち ゃ ん ぽ ん 第 ３ １ 号（ 201９ .５ .20 発 行 ） 

特 集  ケ ア マ ネ ち ゃ ん ぽ ん 第 ３ １ 号 （ 201９ .５ .20 発 行 ）     長 崎 市 介 護 支 援 専 門 員 連 絡 協 議

こ の よ う に 長 崎 市 の 高 齢 者 の 現 状 を ふ ま え 、 福 祉 ・ 介 護 の 課 題 が 分 析 さ れ て い る 。 長 崎 市 特 有 の

地 形 で 生 活 す る 高 齢 者 や 介 護 者 で あ る 家 族 を 支 援 し て い く に は 、 介 護 人 材 が 必 要 で あ る 。   

長 崎 県 の 介 護 人 材 の 現 状 （ 長 崎 県 老 人 福 祉 計 画 ・ 長 崎 県 介 護 保 険 事 業 支 援 計 画 よ り ） は 、 約 半 数

の 介 護 事 業 所 が 介 護 従 事 者 の 不 足 感 を 感 じ て お り 、 3 年 未 満 の 離 職 率 も ６ 割 程 度 と な っ て い る 。

2025 年 に む け 、介 護 従 事 者 の 定 着 、増 員 を ど の よ う に し て い く か と い う こ と も 大 き な 課 題 で あ る 。 



 

４ .国 の 福 祉 ・ 介 護 人 材 確 保 対 策 に つ い て                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ .長 崎 県 介 護 人 材 育 成 ・ 確 保 プ ロ グ ラ ム                          

介 護 に つ い て の  

理 解 促 進 事 業  

マ ッ チ ン グ 機 能  

強 化 事 業  

介 護 職 員 等 研 修  

参 加 促 進 事 業  
介 護 や 介 護 の 仕 事 に つ い て

の 理 解 促 進 の た め の 取 組 情

報 を 掲 載 。介 護 の 日 の イ ベ ン

ト 開 催 。  

介 護 分 野 へ の 就 職 機 会 の 拡 大 、長

崎 県 内 の 社 会 福 祉 施 設 、事 業 所 等

の 人 材 確 保 の 充 実 を 図 る た め の

取 組 情 報 を 掲 載 。  

介 護 職 員 等 の 資 格 取 得 や 資 質

向 上 を 図 る た め 、研 修 に 参 加 す

る た め の 経 費 助 成 を 行 い 介 護

職 員 等 の 研 修 へ の 参 加 を 促 進

（ 介 護 事 業 所 研 修 体 制 構 築 支

援 事 業 ）。  

職 場 環 境 の 改 善 の  

取 り 組 み  

な が さ き 介 護 の 職 場 環 境  

向 上 宣 言 事 業 所 の 紹 介  

介 護 ロ ボ ッ ト ・ ICT 導 入  

促 進 事 業  
介 護 職 員 の 方 の 給 与 ・ 休 暇 等

の 勤 務 条 件 や 労 働 環 境 を 改

善 し て い く た め の 取 組 の 情

報 を 掲 載 。  

労 働 環 境 や 処 遇 改 善 に 取 り 組 む

法 人 が 宣 言 を 行 い 、勤 務 条 件 等 の

情 報 を 公 表 す る こ と に よ り 、求 職

者 等 が 持 つ 介 護 の 仕 事 へ の 不 安

を 払 拭・軽 減 す る と と も に 介 護 分

野 に お け る 職 場 環 境 改 善 へ の 取

組 を こ れ ま で 以 上 に 促 進 す る こ

と を 目 的 と し て 実 施 す る 制 度 。  

介 護 職 員 の 負 担 軽 減 や 利 用 者

の 安 心 ・ 安 全 な ケ ア の 向 上 に つ

い て 、有 効 策 の 1 つ で あ る 介 護

ロ ボ ッ ト 、 ICT の 導 入 促 進 の た

め の 取 組 情 報 を 掲 載 。  

介 護 に 関 す る  

入 門 的 研 修  

介 護 助 手 の  

導 入  

研 修 会 や  

セ ミ ナ ー の 開 催  

開 催 情 報 の お 知 ら せ 。  介 護 職 員 が 専 門 性 の 高 い 業 務 に

専 念 す る た め に 生 活 援 助 を 担 う

「 介 護 助 手 」の 普 及 に 向 け た 取 組

を 実 施 。  

介 護 事 業 者 向 け 介 護 人 材 セ ミ

ナ ー （ 介 護 助 手 、 外 国 人 介 護 人

材 ） の 開 催 。  
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元 気 高 齢 者 の 活 躍 促 進 、 ロ ボ ッ ト ・ ICT の 活 用 な ど に 関 し 、 2019 年 度 に 全 国 数 か 所

で パ イ ロ ッ ト (試 行 )事 業 を 行 い 、 業 務 効 率 化 モ デ ル の 普 及 を 目 指 す こ と と な る 。  

ま た 、人 材 の 離 職 防 止 と 新 規 確 保 の 取 り 組 み と し て 、職 場 で 人 間 関 係 に 悩 む 職 員 に 対

す る 心 の ケ ア 、有 給 消 化 を 促 す な ど の 働 き 方 改 革 や 学 生 が 介 護 職 を 選 ん で く れ る よ う 学

校 や 教 員 へ の 働 き か け な ど を 掲 げ て い る 。  

パ イ ロ ッ ト 事 業 は 内 容 に よ っ て 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 を 活 用 し 、都 道 府 県 ま た は

政 令 市 単 位 で 関 係 団 体 、 介 護 施 設 が 一 体 と な っ て 取 り 組 む こ と と な る 。  

2019 年 3 月 14 日 、 介 護 現 場 革 新 会 議 に お い て 、 施 設 サ ー ビ ス の 質 を 落 と さ ず 人 手 不 足 に 対 応

す る 「 介 護 現 場 革 新 プ ラ ン 」 を 示 し 、 了 承 さ れ ま し た 。  



 

住 み 慣 れ た 自 宅 で 生 活 を 送 る た め に  

              長 崎 市 訪 問 介 護 連 絡 会 前 会 長   木 村  幸 子  

 

 超 高 齢 化 社 会 を 迎 え る 今 、自 分 ら し く 住 み 慣 れ た 地 域 で 暮 ら し 続 け る た め に は 、一 人 ひ と り

が 出 来 る こ と を 探 し 、家 庭 の 中 で 何 ら か の 役 割 を 持 ち な が ら 日 常 生 活 を 送 る 。と 言 う 信 念 を 持

っ て お ら れ る 要 介 護 者 ・ 要 支 援 者 ・ 事 業 対 象 者 等 が ど れ く ら い お ら れ る の で し ょ う か 。  

 高 齢 者 自 身 も「 家 が 一 番 良 か ば い 」と 言 わ れ ま す 。我 々 、自 宅 を 訪 問 す る 訪 問 介 護（ 以 下「 ヘ

ル パ ー 」と 言 う ）は 、利 用 者 の 意 向 を 尊 重 し て「 自 立 生 活 支 援 の た め の 援 助 」を 心 が け 日 々 稼

働 し て い ま す 。 147 事 業 所 が 長 崎 市 に 存 在 す る が 、 ど こ も 人 材 不 足 や サ ー ビ ス の 質 の 問 題 を

掲 げ て い ま す 。  

 そ こ で 、長 崎 市 訪 問 介 護 連 絡 会 で は 、長 崎 市 介 護 保 険 課 の 協 力 の も と 毎 月 定 例 会 を 開 催 し て

お り ま す 。  

 

平 成 ３ ０ 年 度 に 行 っ た 主 な 内 容 を お 知 ら せ し ま す 。  

①  ヘ ル パ ー で 出 来 る 事 ・ 出 来 な い 事 の 再 確 認 。  

②  困 難 事 例 紹 介 と そ の 症 例 に 対 し 改 善 策 。  

③  ケ ア マ ネ と の 介 護 報 酬 改 定 後 の 考 え 方 や ケ ア プ ラ ン の 理 解 と 支 援 内 容 の 確 認 。  

④  サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 の 役 割 等 。  

⑤  全 体 研 修 (メ ン タ ル ヘ ル ス ・ マ ネ ジ メ ン ト ) 

～ い き い き 、 ワ ク ワ ク 働 く た め に ～  

な ど 、現 状 に 合 っ た 話 し 合 い や 介 護 給 付 費 分 科 会 か ら 示 さ れ た 事 項 の 確 認 等 を 行 う ほ か 、全 体

研 修 で は 一 昨 年 と 心 の ケ ア に つ い て 、講 師 を 迎 え 良 い 話 を 聞 か せ て 頂 き 次 に 繋 げ る 活 力 に な っ

て い ま す 。  

平 成 30 年 7 月 に は 、 大 町 会 長 よ り 各 ブ ロ ッ ク 、 地 域 の ケ ア マ ネ さ ん 達 6 名 に 来 て 頂 き 、

介 護 報 酬 改 定 後 の 不 具 合 の 事 例 や 考 え 方 等 グ ル ー プ ワ ー ク に て 活 発 な 意 見 交 換 が 出 来 た の で

は な い か と 思 い ま す 。  

ヘ ル パ ー の 業 務 は 、 利 用 者 が 100 人 居 た ら 100 通 り の 支 援 の 仕 方 が あ り 、 調 理 だ け で も

考 え た 場 合 、味 付 け の 仕 方 、軟 飯・軟 菜 切 り 方 等 も そ の 人 に 合 わ せ て 作 ら な け れ ば い け ま せ ん 。

高 齢 者 に 多 い 糖 尿 病 や 高 血 圧 ・ 脳 卒 中 は 塩 分 制 限 等 が あ り 苦 慮 し て い ま す 。  

多 種 多 様 な サ ー ビ ス を 提 供 す る 中 で「 食 べ る 楽 し み 」は 必 須 だ と 考 え ま す 。生 き て い く 為 に

は 三 度 の 食 事 ・服 薬 ・ 清 潔 保 持 の 為 の 入 浴 等 、様 々 に 展 開 し 自 立 支 援 を 念 頭 に 掲 げ 、必 要 以 上

に 手 を 出 し す ぎ な い 事 を 全 事 業 所 が 徹 底 で き れ ば 良 い の で す が … 。ま だ ま だ 浸 透 し て い な い 現

状 が あ り ま す 。 新 規 利 用 者 の ア セ ス メ ン ト ・ モ ニ タ リ ン グ 等 、 ケ ア マ ネ の 想 い は 何 な の か 等 、

考 慮 し な が ら 言 わ れ る ま ま で は な く 、で き る 事 を 一 緒 に 探 し な が ら 、日 常 生 活 の 担 い 手 と し て

ヘ ル パ ー は 一 部 お 手 伝 い を さ せ て 頂 い て い ま す 。  

平 成 30 年 度 の リ ハ ビ リ 専 門 職 等 と の 連 携 の 推 進 及 び 生 活 機 能 向 上 連 携 は 自 立 支 援 に 向 け

た 生 活 リ ハ ビ リ を 見 据 え ア プ ロ ー チ し て い く 方 向 で 取 り 組 ん で い け れ ば … 。 と 考 え ま す 。  

最 後 に 、ヘ ル パ ー の 役 割 を 理 解 し て 頂 き 共 に 自 立 に 向 け た 取 り 組 み 、及 び サ ー ビ ス 支 援 が 提

供 で き る よ う に 願 っ て い ま す 。 ど う ぞ 、 ご 理 解 の 程 、 宜 し く お 願 い 致 し ま す 。  
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 「最近のストレス」         

中学生の息子がいる私は、今年度、中学校保健体育部の部長を務めており、昨年 11 月長崎市 PTA 連

合会大運動会に参加しました。その練習でほんの少しダッシュしたのですが、大腿の付け根を傷めてし

まいました。その次の週には県民体育際に出場したのですが、その際には左ふくらはぎが肉離れとなっ

てしまったのです！！普段は週２回のペースで身体を動かしていますが、怪我した後からは運動を控え

整骨院やマッサージに通いながらおとなしくしていました。しかし、未だに完治せず、定期的に汗を掛

けないもどかしさで、大きなストレスを感じています。20 代ならもう既に完治しているはずなのに・・

・・。アラフィフはアラフィフなりの身の丈に応じた運動を心がけ、怪我をしてまで頑張ってはいけな

いと自分に言い聞かせていますが、まだまだやれるのではないかという気持ちも捨てきれず、往生際の

悪いおばさんだなと思う今日この頃です。 

 

ペンネーム TETU 

 

 

ケアマネジャーって本当にストレスの貯まるお仕事。最近つくづく感じます。 

皆さんのストレス解消法って何ですか？ 

私は今までこれといって意識していたものはなかったのですが、ふと気づきました。 

掃除です！！ 

日頃から掃除は普通にするのですが・・・ 

なぜか無性にやりたくなる時がある。 

しかもいつもの 3 倍くらいのペースで無心にもくもくと。 

今しなくても・・というような時間でも構わず。 

そういう時のスッキリ感は格別で、いつもの掃除の後とは違います。 

これって、もしかして私のストレス発散なのかも・・・発見です。 

一心不乱に掃除をする姿は、ちょっと異様ですが、まさしく一石二鳥です。 

「ストレス解消法」         
ペンネーム ビビデバビデブー 

「大型連休・・・」         

平成から令和を迎えるにあたり、大型の 10 連休と世間は騒いでいるが誰のための 10 連休なのだろ

うかとふと考える。平成の時代を振り返り、新しい「令和」を迎えるためのお祝いムードで国中が喜び

溢れることは素晴らしいことだとは思うが、どれだけの人達が 10 連休をゆっくりと過ごすのだろうか。

介護職の皆様は、日々の業務をいつものように努めているに違いない。 

先日テレビを見ていると、情報番組で 10 連休が取得できない職業ベスト 8 が発表されていたが、「1

位 看護師」「2 位 飲食業」など取り上げられていたが、その中に「介護」の文字を見ることはできな

かった。コメンテーターの「看護師さんは大変ですよね。お休みできませんもんね。ご苦労様です。」の

言葉になんだか寂しい気持ちになったが、気持ちも新たに、同じ志をもつ仲間とこの仕事に誇りをもち

「令和」も頑張っていきたい。 
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新年度に入り、県協の支部になって 3 年目を迎え

ます。事務局を担当させていただき 3 年目となり、

会員のみなさまには、いろいろお世話になっていま

す。 

６月には、県協事務局による平成 31 年度の更新

手続が準備されています。事業所の変更などありま

したら、更新手続の際にご活用下さい。変更された

データは県協事務局を通じ市協事務局へ送られます

ので、ご安心下さい。 

（青葉苑・吉田） 

事務局便り… 
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田中 秀和（社会福祉法人 平成会） 

施

設 
野濱 真悟 
（社会福祉法人 致遠会） 

松原 尚也（介護老人保健施設 ナーシングケア横尾） 

 

編集後記… 

文責：笹田 典子 

 高齢運転者による自動車事故のニュースが増えている。アクセルとブレーキを踏み間違える、高

速道路を逆走する事故など高齢者が当事者となる事故が多い。 

 ２０１６年 １０月横浜市港区で集団登校中の小学生の列に軽トラックが突っ込み、１年生の男

児が死亡、６人が重軽傷を負う事故があった。軽トラックを運転していた男性（８８）は「ごみを

捨てに家を出たが、帰れなくなった」「どこを走ったのか覚えていない」と話し、自動車運転死傷処

罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで逮捕。ただ起訴かどうかの判断は保留のまま、釈放された。 

 ２０１７年３月１２日改正道路交通法が施行、７５歳以上の人が免許更新時や、信号無視などの

交通違反があった時、記憶力や判断力を確かめる認知機能検査を受ける必要があり、「認知症の恐れ

がある」と判断されると医療機関での受診が義務付けられた。医師に認知症と診断された場合は免

許停止や取り消しとなる。 

 しかし、高齢ドライバーというだけで運転免許証の維持か返納かと一律に選択を迫られていると

いう現状もある。公共機関のサービスが乏しい地域、足が不自由であるからこそ車を移動手段とし

ている高齢者、車無しでは生活が成り立たないという地域もある。運転免許証を返納することで、

高齢者の生活の範囲が縮小、他者との交流の機会も減少し、生活の質が低下する事も予測される。

運転免許証を返納することへの抵抗の背景には、代替手段の乏しさが大きな要因であることは言う

までもない。 

 事故を無くす対策として運転免許証返納を呼びかけるのであれば、同時に高齢化を踏まえた地域

づくり、社会で高齢者を支える仕組みづくりが早急の課題となるのではないでしょうか？ 
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委員の皆さんが書いた原稿をとりまとめながら、高齢

者をとりまく現状の厳しさをあらためて認識しました。 

 しかし、テレビのコメンテーターが、「今の高齢者は、

まだ恵まれている。自分たちが高齢者になる頃はもっと

厳しくなる。」と発言していました。 

 将来の自分たちのためにも、微力でも頑張っていきた

いと思います！  

 
文責：増山 和隆 



 

 
 

 

司法と福祉との連携 
こんなことでお困りではありませんか？ 

*** 取 り 扱 い 業 務 *** 
🔶個人向け 

遺言・遺産分割・死後事務・離婚・成年後見・交通事故・B 型肝炎訴訟・虐

待対応・医療事故・介護事故・不動産トラブル・刑事事件・その他高齢者障

害者に関わる法律問題･･･etc 
＊ 成年後見・遺言・遺産分割に関しては、利用者及びそのご家族に関わる 

介護支援専門員の方からの相談も受け付けています。 
🔶法人向け 

顧問業務・労務管理・クレーム対応・債権回収・契約書等のチェック・講義

研修依頼･･･etc 

 

 

弁護士  石 井 精 二 

弁護士  小 林 正 博 

弁護士  今 井 一 成 

弁護士（社会福祉士・精神保健福祉士） 

  伊 藤  岳 

弁護士  福 島 一 代 

（長崎県弁護士会所属） 

 崎 陽 合 同 法 律 事 務 所 

〒850-0876 長崎市賑町５番２１号 

パークサイドトラヤビル４０１ 

ＴＥＬ ０９５－８２７－３５３５ 

ＦＡＸ ０９５－８２３－０６１６ 

ホームページ www.kiyougoudou.com/ 

 私たちが対応します！ 
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